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　　　　　　　　　　　　　　　　　　要約
　平成19年度児童関連サービス調査研究等事業（こども未来財団委託研究）「改正児童虐待防止法の円滑な

運用に関する基礎研究」（主任研究者：才村純）において児童相談所を対象に実施した家族再統合に向けた保

護者援助の実態調査の結果や文献等を踏まえ、保護者援助について先駆的な取組みを行っている児童相談所

やNPO等を抽出し、所定の調査用紙を配布、記入を求めるとともに、詳細な取組み内容や課題等を把握する

ため、必要に応じ当該児童相談所等に対しヒアリングを実施した。これらの先駆的事例に対し考察を加え、

実践事例集としてまとめた。

　取組み例としては、コモンセンス・ペアレント・トレーニング、サインズ・オブ・セイフティ・アプロー

チ、マザー・グループ、児童相談所独自の開発に係る援助手法などである。
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1　研究の目的

　家族再統合に向けた援助の重要性が指摘される中、児

童相談所においても家族再統合援助について試行錯誤が

重ねられているが、本研究では、児童相談所における家

，族再統合援助が効果的に実施できるための基本的な課題

整理を行うとともに、児童相談所における援助枠組みや

援助の方法等にっいて提言を行うことを目的としている。

　平成17年度には、児童相談所における家族再統合援助

の実態把握を行い、加えて家族再統合援助に関する概念

整理、援助体系のモデル化を試みた。平成18年度におい

ても引き続き、児童相談所における援助実態のより詳細

な把握を行うとともに、新たに保護者や子どもの特性と

援助効果との関係、援助が有効に機能するための要因等

について統計的な分析を行った。

　3年計画の最終年度に当る平成19年度には、児童相談

所やNPO等による先駆的な援助実践事例を収集・分析す

ることにより、保護者援助のあり方に苦慮している児童

相談所の効果的な援助実践に資することとした。

∬　研究方法

　過去2年間における本チーム研究による調査結果、お

よび平成王9年度児童関連サービス調査研究等事業（こど

も未来財団委託研究）「改正児童虐待防止法の円滑な運用

に関する基礎研究」（主任研究者：才村純）において児童

相談所を対象に実施した家族再統合に向けた保護者援助

の実態調査の結果等を踏まえ、保護者援助にっいて先駆

的な取組みを行っている児童相談所や：NPO等23ヶ所を

抽出し、所定の調査用紙を郵送、1月21目を期限として

回答を求めた。

　調査票は、家族再統合プログラムについての概要の記

述を求めたrアウトライン編」と、家族再統合プログラ

ムにっいて実際の様子がイメージできる「実際編」で構

成した。なお、同一の自治体内で複数の児童相談所にお

いて共通して取組まれているプログラムについては、中

央児童相談所に回答を求めた。

　さらに、詳細な取組み内容や課題等を把握するため、

5ヶ所の児童相談所やNPO、児童養護施設に対しヒアリ

ング調査を実施した。回答を得た調査票の内、主なもの

について、ヒアリング調査で得た内容を追記するととも

に、各プログラムに対する考察（コメント）を加え、実

践事例集としてまとめた。

　なお、「家族再統合」の概念については関係者間で十分

なコンセンサスが得られているとはいえないが、本調査

研究では「分離した家族が再び一緒に生活すること　（家

庭復帰）を示す」ことと定義し、このことを「調査票記

入の手引き1の中でも説明した。

　また、家族再統合援助プログラムには、「コモンセン

ス・ペアレンティング（以下CSP力「セカンドステップ」

「家族療法」「ファミリー・グループ・カンファレンス」

など、既存の理論や援助モデルなどを準拠枠として行わ

れる各種技法を用いた援助があるが、本調査研究では、

加えて「独自に工夫している援助技法戸特徴的な援助技

法」「うまくいった援助手法」があれば、これらについて

も回答するよう「調査票記入の手引き」の中で述べた。

　　　　　　　　皿　結果と考察

1．回答状況

調査票を送付した児童相談所やNPO等23ヶ所のうち、

13ヶ所32プログラムについて回答を得た（表1）。

表1　回答を得た機関とプログラム名

児童相談所、

NPO等
プログラム名

事例

番号

千葉県

君津児童相談所
ペアレント・トレーニング 1

東京都

児童相談センター

家族合同グループ心理療法fおたま

じやくし」 2

グループfいいな」（母親グループ） 3
グループ「やっほ一」（父親グル圃プ） 4

神奈川県

相模原児童相談
所

家族デイプログラム 5
家族合同ミーティング 6
コモンセンス・ペアレンティング（CSP） 7

神奈川県

厚木児童相談所

家族支援のためのプラン 8
ABE　Parentlag（精研式ペアレン
ト・トレーニング） 9

ファミリー・ボンド・インタビュー（FBI） 10
FGCMQdification（ファミリー・グ

ループ・カンファレンス） 11

あつカン・いいんだよ 12
合同ミーティング 13
再統合ヒアリング 14
保護者グループ 15
保護者グループ並行父親カウンセ
リング 16

三重県

児童相談センター

個別的援助（行動療法等〉 17
CAP児童養護施設プログラム 18
FSWとの連絡会議 19
MY　TREE　ペアレンツ・プログラム 20

大阪府

中央子ども家庭
センター

神戸少年の町版コモンセンス・ペア

レンテイング・プログラム 21
MY　TREE　ペアレンツ・プログラム 22
CRC　ペアレンティング・プログラム 23

高知県

中央児童相談所
親子合同面接 24

横浜市

中央児童相談所
保護者グループ 25

大阪市

中央児童相談所

お父さん子育て塾 26
縦TREEペアレンツ・プログラム 27
クッション・怒りのコントロールを学ぶ 28

児童養護施設

神戸少年の町

神戸少年の町版コモンセンス・ペア

レンティング 29
児童養護施設岡山

県立玉島学園
コモンセンス・ペアレンティング 30

社会福祉法入

子どもの虐待防
止センター

施設MCG 31

特定葵営利活動法人

児童虐待防止協会 大阪方式マザー・グループ 32

洗）プログラム名は、回答原文のまま掲載している。
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2．全事例を通じた考察

　全事例を通じて明らかになったポイント等について以

下に考察する。

（1）全体的傾向

　全体的傾向としては、次のとおりである。

①保護者の治療や養育態度の変容を目指す直接的な個別

　指導は児童相談所職員が児童相談所内で実施、グルー

　プ指導は児童相談所外スタッフの参加か外部委託に

　よる専門性を加味して児童相談所以外で実施してい

　る傾向にある。

②援助の枠組み設定自体を目的とするものは、主として

　家族単位を対象として児童相談所内で実施される傾向

　にある。

③職員やチームヘのサポート、方針検討を含むものでは、

　「王2．あつカン」、「17，施設内CAPjが注目されるが、

　それ以外は一般的な機関連携上の協議やケース・カン

　ファレンスに連続している。

④児童相談所以外の機関が実施しているグループ指導

　31、32については児童相談所と保護者の緊張・対立的

　関係が背景にあり、その指導枠組み上の課題が別に存

　在している可能性がある。

⑤父親を対象とした援助は、環境条件上の制約があるの

　か、限られている（家族単位での援助には含まれるが）。

（2）実施形態について

　実施形態を見てみると、外部委託と児童相談所の職員

が行うものの二つに分かれる。外部委託の場合はプログ

ラムを児童相談所が購入するスタイルが多く（MY－

TREE）や子ども虐待防止センター一のMCG、大阪市のグ

ループ等）、またプログラムに求められる技術も難しいと

評価されている。児童相談所の職員が行うものは行動療

法を基本にしたものが多く、CSP等実施がやさしいもの

が選ばれている傾向が伺える。これらは児童相談所の職

員の異動サイクルとも関連しているとも思われる。短期

で異動するため、専門性の積み上げがしにくくなり、難

しい技法を習得することが困難なことから、CSPのよう

なものが好まれるものと考えられる。

　さらに、児童相談所の場合、保護者と対立関係にある

ことが少なくなく、個人の生育歴や深層心理を扱うMY－

TR肥のようなプログラムは、受講についての保護者の動

機づけが得られにくいことも要因と考えられる。

Approach）や厚木のプログラムのようにストレングスに

注目するアプローチ等である。このように見ると、千葉

県君津児童相談所の事例のように、枠組みをSoSAでつく

り、治療としてCSPを導入するというのは理想的だと言

えよう。

（4）プログラムの実施件数について

　ほとんどのプログラムが実施の数や参加者の人数が少

なくなっている。このことは、ほとんどのプログラムが

パイロットスタディ的に行われている段階であることを

物語っているといえる。

　また、外部委託に関しては、単年度での事業となって

いるものが多いように感じられるが、このことは、r試し

にやってみた。そこから考えよう」という段階であるこ

とを示すものと思われる。ここで必要なのは評価であり、

効果が少ないプログラムを淘汰していく過程である。福

祉行政の財源が厳しいことを考慮すると、費用対効果は

重要なものと考えられる。

　いずれにしろ、今後は種々のプログラムの有効性等に

ついて検証する作業が必要と考えられる。

（5）実施場所やファシリテーターの選定にっいて

　プログラの実施場所にっいては、児童相談所と児童相

談所以外とに分かれるが、東京都児童相談センターや子

どもの虐待防止センター、横浜市中央児童相談所などの

取組みのように、敢えて児童相談所以外の場所を選定す

る例も少なくない。また、横浜市中央児童相談所のよう

に、児童相談所以外の第三者をファシリテーターに選定

するなど、親子分離を図った児童相談所への保護者の心

理的反発などを考慮していることは注目に値する。機能

が児童相談所に集中しているわが国の制度下にあっては、

直接か間接（業務委託）かは別として、実施主体は児童

相談所にならざるを得ないが、少なくとも場所を児童相

談所以外に選定したり、第三者のファシリテーターを選

定することにより、プログラムの実施の場が、親にとっ

て支持的・共感的なものであることを印象づけることは、

極めて有効な措置と考えられる。

　なお、神奈川県相模原児童相談所の家族デイプログラ

ムように、家族交流の促進を図るため、児童養護施設の

家族交流室の和室や台所を活用して、家族団攣ごっこを

シミュレートしているが、興味深い。

（3）プログラムの内容について

　プログラムの内容については、親の治療を目的とする

ものと、ソーシャルワークの枠組み設定（援助を受ける

ことの動機付けを含む）を目的とするものの二つに分け

られる。親の治療を目的とするのは、親グループを基本

とするMCGやMY－TREEであったり、またCSPも親
の治療（行動の変容）を目的とする。ソーシャルワーク

の枠組みを設定するものとしては、sosA（signs　ofsa蝕y

（6）プログラムの実施に当っての基本的な要件

　いずれの保護者援助のためのプログラムも、基本的に

児童相談所の相談活動の一環に位置づけられる。児童相

談所職員が実施する場合はもちろん、外部委託されるプ

ログラムにおいても、そのプログラムが実施される上で

の相談援助の流れと位置づけが重要な要素を構成する。

どの保護者に、いつ、どんなタイミングで、何をどのよ

うに児童相談所が提示するのかによって、たとえ内容的
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に同じプログラムであったとしても、保護者の受け止め

は大いに違ってくるだろうし、結果としての効果、位置

づけにも大いに影響することが予測される。

　従って、我々が調査し情報収集したプログラムは、そ

れぞれのプログラム自体が持っている特性や適性と共に、

そのプログラムが児童相談所のどういう指導・援助の流

れの中で選ばれ、保護者に提示・紹介され、実施に入っ

ていくのか、またその実施経過をどのように児童相談所

の指導・援助と並行してモニターされ、評価され、統合

されていくのか、そして、あるプログラムの終結はどの

ように児童相談所の指導・援助にっながれ、フォローさ

れていくのかなどが、個々のプログラムの現実的な効果、

評価としては切り離せない要素となる。つまり、総合的・

長期的観点からのケースマネジメントが不可欠となる。

このことは児童相談所が直接援助を行う場合は無論のこ

と、外部に委託した後も、児童相談所によるケースマネ

ジメントが不可欠であることを意味する。

　なお、援助の流れには以下のような要素が含まれてい

る必要があると考えられる。

①プログラム対象者の選定に係る保護者・家族のアセス

　メントと指導・援助方針の策定

②プログラム側の特性、適性、運用上の条件

③①と②を合わせての実際のプログラムの設定と対象者

　の選定

④保護者への提示、紹介と保護者側の反応

⑤プログラム開始のための調整

⑥プログラム実施中の児童相談所の指導援助体制

⑦プログラム実施経過のモニター、評価と連携

⑧プログラム終結にあたってのプログラム実施者の評価

⑨プログラム実施中の児童相談所の指導援助の評価

⑩⑧と⑨を合わせての児童相談所の指導・援助への統合

　のための調整

⑪プログラム終結にあたっての保護者自身へのフィード

　バツク

⑫児童相談所の指導援助とプログラムのアフターケア

　今回の調査ではその全てを明らかに把握したわけでは

ないし、またその実施・運用においてはかなり流動的に

変化と工夫が重ねられている現実がうかがわれるが、

我々が把握し得た先駆的事例について以下に紹介するこ

とにする。

（7）情報共有とプライバシー保護

　先述したように、保護者援助プログラムは児童相談所

のケースマネジメントのもとに実施されることになるが、

児童相談所がこれを適切に行うには、援助の進捗状況を

常に把握しておく必要がある。このため、援助業務を外

部委託した場合、児童相談所は委託先から援助の進捗状

況についての定期的あるいは必要に応じた情報提供を求

めることになろうが、児童相談所に情報提供することが

当該援助業務を受託している機関と保護者との援助関係

に支障をきたす場合がある。当研究班でも、児童相談所

は委託業務に対する責任を負っているわけであるから、

委託先から援助の進捗状況を当然求めるべきであり、援

助の開始に当って保護者にもこのことの了解を取り付け

るべきであるとする意見がある一方、保護者が援助者に

心を開き、本音を語ってくれるなど効果的な治療的援助

を行うには、児童相談所に見張られていないr安全な場

所」が必要であり、援助の進捗状況や保護者の状況等を

伝えるべきではない、また保護者の秘密を洩らすのは援

助者としての倫理面にも反するといった意見もあり、結

論を出すことはできなかった。極めて重要な課題であり、

本報告書では問題提起するにとどめたい。

3．援助事例とこれらに対する考察

　以下、今回の調査で把握した援助事例について援助の

目的別に掲げるが、必要に応じて末尾に研究班としての

コメントを記し、考察に代える。

　なお、表2は、援助事例を目的、実施担当者、実施場

所、グループ・個人別、対象者等に基づいて分類したも

のである。

結　語

　虐待事例における保護者援助の重要性が叫ばれる中、

児童相談所をはじめ児童養護施設やNPO等において様々

な実践が試みられている。しかし、その多くが相互の情

報や知見の共有がなされておらず、個々ばらばらに行わ

れているのが実情である。保護者への効果的な援助手法

の確立は待ったなしの課題である。このため、本研究で

は、先駆的な取組みを行っている機関等にその取組み内

容等について所定の調査票に沿ってご記入いただき、補

足的にヒアリングを行うとともに、全体的・個別的な考

察を加えたものである。

　紙数の限りもあり、ご記入いただいたすべての内容を

紹介することはできなかった。また、保護者等のプライ

バシー保護の観点から参考となる多くの内容を割愛せざ

るを得なかったことをお断りしておく。

　本報告書では回答者のご了解のもとに、敢えて機関名

を表記させていただいた。効果的な援助のあり方を模索

している機関同士で情報や意見の交換をしていただくた

めである。

　なお、強調しておきたいのは、「保護者援助プログラム

に王道なし」ということである。「こうすれば必ずうまく

いく！というものではなく、ある事例に適用してみてう

まくいったからといって、他の事例でも効果をあげるど

ころか、却って有害な場合もあり得よう。r考察」でも述

べたが、同じプログラムでも、事例の性格や援助の段階

（stage）によってその効果は大きく異なることはいうま

でもない。したがって、本報告書は「虎の巻」ではない

ことをお断りしておきたい。
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　さらに、保護者援助は、本報告書で紹介した保護者援

助プログラムのみならず、生活課題解決のためのソーシ

ャルワ…ク、カウンセリングなどの心理的援助、家族と

子どもを徐々に接近させる行動療法的アプローチである

家族再接触プログラムなど多様な業務から成り立ってい

る（注王）。したがって、本報告書で紹介した援助プ鷺グ

ラムは保護者援助の一端を担うものであって、保護者援

助のすべてでないことはいうまでもない。

　それでも、本報告書で紹介・分析した事例は、保護者

援助のあり方にっいて苦慮している児童相談所等にとっ

ては、実践上の大きな示唆を与えるものと考えている。

本報告書が．保護者援助の手法を確立するうえでの叩き

台になれば幸いである。

　なお、主任研究者らはギ改正児童虐待防止法の円滑な

運用に関する基礎研究」（2007）（注2）において、保護

者援助のためのガイドライン及び措置解除の適否判断の

ためのチェックリストを作成したが、本報告書と併せて

活用していただければ幸甚である。

　最後になったが、ご多用の中、調査票への回答やヒア

リングヘのご協力をいただいた多くの関係機関をはじめ、

研究方法や事例に対する分析などで貴重なご助言をいた

だいた研究協力者の方々に心から御礼申し上げる次第で

ある。

注：

1）才村純『子ども虐待ソーシャルワーク論一制度と実践への考

　察』、有斐閣、2005

2〉才村純飽ゼ改正児童虐待防翫法の円滑な運絹に関する基礎研

　究譲、平成欝年度児童関連サービス調査研究等事業（主任研

　究者1才村純〉、財団法人こども未来財団、200？

表2　回答を得た各プログラムについての実施形態（目的、実施担当者、輿施場所、グループ・個人、対象者等〉による分類

　　◎：援助対象者をグループにして実施（実際には母親を対象）

　　②：援助対象者を家族メンバーとして実施（父母・きょうだい　子ども本人を含む〉
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く研究班の追記＞

○再統合支援プログラムについては、グループを組織できる規模の児童相談所ではないので基本的には個別対応になって

　いる。その中でMY　T　R　E　Eは児童相談センターが広く呼び開けて参加者を募り、民間団体の協力により行なってい

　るグループのプログラムである。対象者としては児童相談所のケースは一部いるものの、在宅の方の子育て支援レベル

　というケースが多い。しかし、次年度からは施設措置児童の保護者を対象とした取り組みに変えていく計画である。た

　だ、MY　T　R　E　Eが再統合プログラムとして有効であるかの検証はできていない。

　　MY　TR　E　Eはプログラム自体も実施方法もしっかりと決められているため、受講者にとっての負担は大きい。具

　体的には1週間に1度の頻度で15回前後通うことが必要である。また、実践者がスーパーヴァイズを受けることも必

　須であるため、現時点では実践可能なエリアに限界がある。

O行動理論を背景としたプログラム（コモンセンスペアレンティングなど〉もグループでやることはできるが、グループを

　集めること自体にエネルギーを費やされてしまうので、現時点ではワーカーなどがスキルや知識を身につける研修の意

　味合いで活用している。

〇三重県の場合、NPOとの関係は児童福祉の分野に限らず比較的進んでいる。基本的な考えで合意できる場合は今後も一

　緒に行なっていく思いはある。

＜研究班としてのコメント＞

Oケースマネジメントを児童相談所が行なう中で、一つの再統合支援プログラムは単独で存在するのではなく、保護者支

　援の潮流があり、その流れの中で存在するという位置づけが必要と思われる。保護者支援という「地」にある一つの「図」

　というイメージの中で行なわれることが重要と思われる。各々のプログラムが効果的に機能するためにも、次のサービ

　スにつなげる取り組みにすることが課題と思われる。
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資料編

　　　　　　　　　　　　　　MY　TREEペアレンツ　プログラム報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エンパワメントみえ

はじめに

MYTREεペアレンツプログラム（以下マイツリー）は、平成17年度から三重県と市民団体（エンパワメントみえ）と

の協働事業として行なっている。

　本年は2年目にあたり、昨年度の経験を活かし、より質の高いプログラムの提供を心がけた。

　虐待をする親の多くは、さまざまな傷つき体験、低い自己肯定感、孤立などさまざまな問題を抱えていることが多い。

　そのため親に対しては、親自身の心のケア、自己肯定感、より良い人間関係作りなどにも配慮されたプログラムが必要

である。

　このプログラムヘの参加が、親側から子どもへの虐待を防止できることの一つになるであろう。

1．剛厭旺ペアレンツプログラムとは

　　MY　TREEペアレンツプログラム（以下マイツリー）は、子育てに困難さを感じている親、子どもに体罰を行なって

　しまう親、子どもの心と体にダメージをあたえてしまっていると感じている親のための「回復支援プログラム」である。

　　マイツリーは、2001年に森田ゆり氏（エンパワメント・センター主宰）によって開発され、王年半の試行実践の後、

　2003年から近畿圏でプログラムがスタートした。2006年度には三重、大阪の6グループにより実施された。

1　プログラムの目的

　　このプログラムの目的は、①セルフケア②問題解決があげられている。具体的には、参加者が1

　・安心して、自分、子ども、家庭の問題を語れる帰属できる場を持つ。

　・呼吸法、リラクゼーション、簡単な気功、太極拳動作などを学ぶことによって、身体、思考、感情のハーモニーと自

　己コントロール法を得る

　・自分について新しい気づきを得る。

　・子どもが内に持ったくさんのカに気がっく。

　・子どもにダメージを与える子育ての習慣（体罰、脅し、いじめ、侮辱、過剰な期待、過剰な保護）を脱学習する。

　・体罰に代わるしっけの方法、コツ、アイディアを学び、練習する。

　・感情表現、コミュニケーションスキルを学び、練習する。

　・虐待、体罰による子どもへの関わりを意識的に終止する。

2　プログラム構成

　　このプログラムは、13～15回のセッション（三重県は、15回）と、3ヵ月後、6ヵ月後にリユニオン（同窓会）

　が行なわれる。（図1参照）

　　プログラム実施時間は1回につき2時間半を必要とし、「まなびのワーク」「じぶんをトーク」「フォロータイム」の3

　部構成になっている。

　（1）「まなびのワーク」（50～60分）

　　　ファシリテーターの進行で「しつけと体罰」、「気持ちの本」（いずれも森田ゆり著・童話館出版）のテキストを使

　　い、「体罰はなぜいけないのか」、「体罰に代わる方法」や「聴き方・話し方」などを具体的に学ぶ。

　　また、毎回宿題を課すが、強制ではない。

　　rまなびのワーク」は、3つのパートに分けることができる。

　a）アイスブレイク

　　参加者の緊張を解きほぐすための、短いゲームや簡単なテーマにっいて話し合いをする。特に初めの頃は、参加者

　　の緊張は最大であるため、簡単な課題をゆっくりと行なう必要がある。

　b）リラクゼーション

　　アイスブレイク終了後、全員であお向けに寝て（部屋は和室を使用）リラクゼーションを行なう。ゆったりとした

　　音楽を流し、ファシリテーターの指導で、丹田呼吸、イメージワーク、エネルギーボールなど拓分くらい行なう。

　　最初の頃は、リラクゼーションに対して極度に緊張したり、リラクゼーション自体を拒否する参加者もいた。しか

　　し、呼吸法などの要領がつかめてくると、緊張が高まったとき、怒りが湧き上がったときなど自主的に呼吸法を行

　　ない、感情のコントロールに役立っていた。

　c）まなびのワーク

　　テキストを使い、その日の課題にそってファシリテーターが進めていく。テキストを参考にしながら、実際に参加

　　者が体験した同じ場面について話し合ったり、どのように行動するのがより良い結果を得ることができるか、など
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　　を学んでいく。

（2）「じぶんをトーク」（60～70分）

　　参加者が自由に自分について語る。その目行なった課題、自分の悩み、感じていることなどを自由に話してもらう。

　その際、ファシリテーターはタイマーを使い、時間を等分にして参加者に話してもらう。このとき、参加者が一方的

　に話すのではなく、ファシリテーターが適切なコメントを返していく。

（3）rフォロータイム」（30分）

　　　「まなびのワーク」で理解が十分でなかったり、「じぶんをトーク」で話し足りない、話せなかったと感じたりし

　た場合、また相談のある場合に残って話をする時間としている。

（4）「緊急電話相談先」

　　緊急連絡先は参加者がこれまで関わりのあった市町の相談機関、児童相談センター、信頼できる民問の電話相談を

　紹介した。

　　エンパワメントみえでは、個人との依存関係にならないために、相談は受け付けないことを原則としている。

（5〉個人カウンセリング

　　　参加者の中には、個人的にカウンセリングを受けている人もいた。個人的に受けることに制限はない。

　　　　　　　　　　　緊急電話相談先　　　　　　　　　　　　図1　MYTREEペアレンツプログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参考：森田ゆり「MY　TREEペアレンツプログラムー子どもの虐待
　　　　　　　　　　個人カウンセリング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ーDV問題を抱える親の回復支援一」子どもの虐待とネグレクト

3　目的と約束事

　参加者全員がマイツリープログラムを安心して受け、より効果を高めるために、①目的をはっきり明示し、②約束

事（ルール）を決めた。

　臼的は、「1－1プログラムの目的」を簡潔に紙に書き、参加者の見えるところに貼っておき、毎回セッションの最

初に参加者と確認した。

　約束事は、以下のとおりである。（目的と同様に壁に貼った〉

　　「尊重」　あなたのどのような発言も尊重する。そしてあなたも他の人を尊重すること。

　　「守秘」　ここで話されたことは、この部屋の外へは持ち出さない。

　　　　　　例外が2点。より良いアドバイスをするため、個人が特定できないよう配慮し、スーパーバイザーの森

　　　　　　田ゆりに助言を求めることがある。また、あなたと家族だけで子どもの安全が守れないと判断したとき、

　　　　　　あなたに児童相談センターに相談することを勧め、そのためのカになる。

　　r正直」　自分の気持ちに正直にr　Iメッセージ」で話す。

　　r出席ゴ　休まないで参加する。

　　「時間j　限られた時間なので、時問は守る。
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　　　　　　　～子育τに苦し霊を感στ齢る親のたあの～

　　　　　　　　　　　　　　　　麗V　T腱露匿パ7列レンツ。7塵ザ弓幽

　　ギ子育てにしんどさを感じている」「気がつけば子どもをたたいている」f子どもを無視してしまう」

　　「このままではどうなってしまうのかとても不安」そんなあなたを大切にするプログラムです。

　　　少人数での語り合いを中心とした、支え合いのグループです。

　　　参加者の秘密は厳守されます。安心してご参加ください。お待ちしています。

日時・内容（木曜日　1時半～4時フォロータイム30分含む）＋リユニオン（同窓会）

1　　2006年　9月7日　　顔合わせ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所：三重県津庁舎（J衆・近鉄津駅から徒

2　　　　　　　　14日　　安心な出会いの場：目的・約東事・身体ほぐし　　　歩15分／バス5分近鉄江戸橋駅から徒歩

3　　　　　　　　21日　　安心な出会いの場：私の木　　　　　　　　　　　10分〉

4　　　　　　　28目　　わたしのエンパワメント　　　　　　　　　　　　人数：10名

5　　　　　　10月5日　　親と子のエンパワメント　　　　　　　　　　　費用：受講費無料託児費無料（事前に申

6　　　　　　　　12日　　気持ちを聴く　　　　　　　　　　　　　　　　　し込んでください〉締切：7月20環（木）

7　　　　　　　　19目　　気持ちを語る　　　　　　　　　　　　　　　　　申し込み先：郵送／〒511－8799桑名郵便

8　　　　　　　　　26冒　　体罰の6つの問題　　　　　　　　　　　　　　　　　局止め　エンパワメントみえ（7／1～7／20〉

9　　　　　　　U月2日　　感情のコントロール　　　　　　　　　　　　　　　電話／090－6071－7690（留守電の場合、お

10　　　　　　　　　9目　　く中問面接＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　名前、連絡先をお知らせください）

11　　　　　　16目　やってみよう新しいしつけの方法　　　　　　　テキスト：「しつけと体罰」「気持ちの本」

王2　　　　　　　　30日　　自己肯定間：否定的ひとり言の排除　　　　　　　　（いずれも森田ゆり著童話館出版）

13　　　　　　12月7目　　自分をほめる、子どもをほめる　　　　　　　　　主催：三重県〔協働〕

14　　　　　　　　14β　　母親らしさ　父親らしさ　　　　　　　　　　　　実施団体：エンパワメントみえくMY　T

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R　E　Eペアレンツプログラムは、森田ゆ
15　　　　　　　2田　　MY　TREE
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り氏によって開発され、100時間のトレー
16　2007年　3月15目　　3ヶ月後リユニオン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニングを受けたスタッフが提供します＞
17　　　　　　6月磁β　　6ヵ月後リユニオン

豆．参加者について

　対象者は、重篤な精神疾患はないが、子育て不安、孤立、生きること全般への自信のなさ、伴侶との関係の悪さ、未解

決の傷つき体験などを背景に子どもを虐待している人。また、虐待行為の認識が本人にあるなしに関わらず、援助を受け

ることに拒否的でない、もしくは、何らかの強制力のもとでは拒否的でない人としている。

　また、対象外としては、①社会経済的な問題により家庭生活全般が破綻している例、②深刻な精神疾患があり入院が必

要とされている例、③支援に対して非常に攻撃的、暴力的である例、④性虐待の加害者、としている。

1　募集方法

　募集にっいては、2006年4月に2日間、2会場で児童相談センタ…主催で保健師を対象に、マイツリーについての説明

と報告、募集の呼びかけをした。その後、三重県下の公共施設に実施内容を印刷したチラシを置いた。また、新聞各紙で

募集を呼びかけた。（下表参照）

マイツリープログラム開催までのスケジュール（2006年）

月目　　　　内　容

4．12　　　　マイツジー説明会開始

　18　　　　市町村保健師を対象に松阪市、四日市市で説明会を開催

6．中旬　　　　広報：市町村、保健センター、県庁記者クラブ、桑名市廻PO活動ニュース、

　　　　　まちのかわら版（桑名市）、CAPNA（愛知県）、NHK津放送局

7，20　　　　第1回申し込み締切。引き続き呼びかけ募集は行う。

8．初旬　　　　電話スクリーニング

8．中旬　　　面接

8．下旬　　　参加者決定

9．7　　　　プログラム開始
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（1〉参加申し込み状況

　　　　　　　　　　　　　　県内　　　　　　県外　　　　　　計

問い合わせ　　　　　　　　　　　9名　　　　　　2名　　　　　　U名

参加申し込み　　　　　　　　　　　8名　　　　　　　0名　　　　　　　8名

電話スクリーニング　　　　　　　　8名　　　　　　　0名　　　　　　　8名

面接　　　　　　　　　　　　　　　7名　　　　　　　0名　　　　　　　7名

参加決定　　　　　　　　　　　　　　8名　　　　　　　0名　　　　　　　8名

最終参加者　　　　　　　　　　　5名　　　　　　0名　　　　　　5名
a）電話スクリーニング：参加の申し込みを電話で受けた後、参加の意思、家庭環境、子どもの年齢などを尋ねる電話をし、プログラム

　参加可能かどうかをスクリーニング〔所定の用紙を使用〕する。そして面接の約束をする。

b）面接：もう一度、参加の確認、参加を決めた理由などを闘く。スクリーニングと面接によって、参加者を決定する。

（2）出席状況（2006年〉

月日　　　出席者　　　欠席者　　　　　　欠席理由　　　　　　託児

9．7　　　　5名　　　　　3名　　　1名が参加取りやめ　　　　　2名

　14　　　4名　　　3名　　　　　　　　　　　　3名
　21　　　4名　　　　3名　　　　　　　　　　　　　　　2名

　28　　　4名　　　3名　　　　　　　　　　　　3名
圭0．5　　　　5名　　　　　0名　　　2名が参加取りやめ　　　　　3名

　圭2　　　4名　　　王名　　　　　　　　　　　　2名

　19　　　5名　　　0名　　　　　　　　　　　　3名
　26　　　4名　　　1名　　　　　　　　　　　　3名
11．2　　　4名　　　｝名　　　　　　　　　　　　3名
　9　　　5名　　　　0名　　　　　　　　　　　　　　3名

　16　　　5名　　　0名　　　　　　　　　　　　3名
　30　　　5名　　　0名　　　　　　　　　　　　3名
12．7　　　4名　　　1名　　　　　　　　　　　　2名
　14　　　4名　　　　1名　　　　　　　　　　　　　2名
　21　　　4名　　　圭名　　　　　　　　　　　　2名
3．15　　　3名　　　2名　　　　　　　　　　　　2名

（3）参加者への配慮

　個人名は明かさない。「マイツリーネーム」というプログラム時のみ使う名前を各自考えてもらい、プログラム期間中

使用する。抗うつ剤などを服用している参加者もいるので、開催時間は午後にし、プログラム開催中は、自由にお茶が飲

めるようにした。欠席をした場合は、次回30分早く来てもらい、補習をする。

皿．託児について

　安心して参加してもらうために、託児を設けた。児童相談センターより保育士が玉～2名派遣された。また、託児の人

数によっては養護教諭有資格者をサポートとして依頼した。託児については、1対1を確保し、保育士と子ども、母親と

の信頼関係を築くことができた。保育士にも、毎回の事後ミーティングに参加してもらい、子どもの様子、母親の子ども

への接し方などの報告をもらった。専門家に子どもを見てもらえる安心感、子どもへの適切な働きかけは参加者の大きな

安心となった。

N．プ日グラム実施団体について

　このプログラムは、三重県児童相談センターとエンパワメントみえの協働事業として行なわれた。なお、プログラムの

進行は、エンパワメントみえのスタッフ3名で行なったが、毎回セッション終了後に、託児スタッフ、エンパワメントみ

えのスタッフ等とで、その日の振り返り、気づいた点などについて、プライバシーに配慮しながらミーティングを行なっ

た。

V．ファシリテーターについて

　マイツリーのプログラムは、「MY　TRE　Eペアレンツプログラム」実践者養成講座他、100時間以上の研修を受け

たファシリテーターが実施する。毎回、複数〔2～3名〕のスタッフで記録をとり、直後にフィードバックを行なった。

また、プログラム実施中は、森田ゆり氏による参加者へのコメント研修、全体スーパービジョン、グループ別スーパービ

ジョンなどの研修を行なっている。
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V1．中間面接

　参加者とは9回目に、個別に中間面接を行なう。この面接の自的は、参加者がプログラムをどう受け止めているかを把

握して、これからのグループにおける実践者からその人へのかかわりに役立てる。面接は、参加者一人に対して実践者一

人で行なう。このとき、質問事項はあらかじめ決まっており、そのフォームに従って進めていく。面接の際の主な意見を

以下に記す。これらの意見は、昨年度とほぼ同じであった。参加者全員が、「安心の場を得た」と評価していた。参加者

全員が、何らかの良い変化を感じている。自分自身の変化が遅い事に焦りを感じている。みんなは出来ているのに、自分

は出来ないと不安を感じることもある。託児に関しては、「子どもたちが楽しみにしている」、「子どもが良く変わった」

など、利用者の非常に高い評価を得た。

、肛．終了後アンケート

　プログラム終了後2週間以内に、参加者にアンケートを取る。アンケートはプログラム最終回に参加者に渡し、郵送し

てもらう。なお、アンケートについては、匿名で事業報告などに使用することの同意を得ている。

アンケート結果（抜粋）

1．MY　TR旺ペアレンツプログラムヘの参加によって、あなたの生活にドメスティック・バイオレンスのような変化が

　生まれましたか？あなた自身のこと、子どもさんとの関係についてお聞かせください。

　【1，、子どもとの関係1

　・口で言います。暴言にならぬよう。私はこんなに困っているんだ、こんなに思っているんだ、と。声を大にして（←

　　大声ではない）言うときがふえた。

　・これからも、今まで教えていただいたことを思い出し、勉強していきたいです。

　l　H．自己肯定感】

　・今は、昔と比べると、少しは自分のことも大切に思って、行動していると思うし、子どもの意見も聞いて、見守る子

　育てをしようと努力しています。

　【皿。孤立感1

　・自分自身の努力で本音を語れる親友を近くに作っていきたい。

　【IV．感情調整1

　・子どもはストレート、直球を受け止めてばかりでしんどいかも…。

　・これは本当にむずかしいです。

　【V．コミュニケーションのスキル1

　・主人には助けを求めることができるが、それ以外にできないのが少々辛いです。

　・自分の気持ちを言葉で伝えることができるようになった。

　【VI，セルフケア1

　・子どもにあたってしまう原因が子ども以外にあることがわかるようになった。

　1皿．問題解決1

　・子どもをおじいちゃん、おばあちゃんに預けることなんて考えたこともなく、一人でがんばってきた。無認可のとこ

　ろには預けたが、安心なんてしてなかった。いつも何かおきるのではと考えていた。一人で必死になって、意地にな

　って子育てしてきたみたい。ふ一、しんど。

2．MYTREEペアレンツプログラムに参加したことは、あなたにとってどんな意味がありましたか？参加してよかった

　こと、あなたが得たものはなんですか？

　・自分に気がついた。何に対して怒っているのかわかりました。

　・自分を認めるということ。

　・子どもを受け入れる気持ちになった。

　・同じようなことで悩んでいる人が他にもいるということ。

　・自分の気持ちを自分の言葉で表現する習慣。

　・子どもとの関係でとてもとてもたいへんな時期がありました。そのときは、子どもが原因と思っていました。けど、

　　齪丁認Eに参加したおかげで本当の原因がわかり、とても心が楽になった。気づけたことに本当に心より感謝してい

　　ます。

3．最後まで参加できたのはなぜでしょうか。

　・母親のような場所（どんな意見も尊重される）で、息がぬけたこと。

　・場が暖かいものであったので頑張って行こうとおもった。
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　・自分をさがしたかった。みっけたかったから。なかなかみつからなかったから。今もみつからない。家族と話をする

　　ことで少しずつ少しずつみつかるかな？どうかな？

　・少しでも変わりたいと思ったから。これからの人生をどう生きるのかを立ち止まって考えなきゃいけないと切に思っ

　たから。それからスタッフの方たちのお人柄かな。

4．ワークの中で、あなたが心に残った場面や、覚えておきたい言葉はありましたか？

　・全てです。

　・まあまあの母親

　・まあまあの母親が一番、最良の母親

　・条件なしの信頼

　・焦らずに見守る大胆さ

5．これからのあなたの課題は、何だと思いますか？

　・物事を否定的、悲観的にとらえないようにすること。

　・子どもと向き合いつつも、まあまあの母親で子育てをする。

　・家族の中のストレス要因

6．ほかに、なにか伝えたいことがありましたら、自由にお書きください。

　・最終目はどうなることやらと、前βからドキドキでした。

　・心に残ったことのみが「大切なこと」。忘れてしまうようなことはそれだけのこと。でも、このワークはかなり心にの

　　こりました。本当です。

　・私は強いたくましさを持ったMY　TRBEペアレンツ（尊重、共感、正直〉みたいな母親になりたいと思っています。

　今回のアンケートは、1の部分の記述部分が非常に少なく、言葉による本人の変化がわかりにくいのが残念だった。し

かし、評価を数字で申告している部分では、プログラム開始前と後ではすべての数値で同じか良い数値に変化していた。

しかし、2からのアンケートに関しては積極的に記述が見られた。

　もうひとつ注臼すべき点は、テキスト「しつけと体罰」の中に出てくる『最良の母親とは、まあまあの母親である』（児

童精神科医ドナルド・ウィニコット）共感する参加者が多く、この部分がプログラム中参加者側からよく話題にでてきた。

なおこのアンケート結果は、3ヵ月後のリユニオンで参加者全員に配布した。

、贋．3ヵ月後リユニ才ン

　リユニオンとはマイツリー終了後、3ヵ月後と6ヵ月後に行なう同窓会のことである。今回3ヶ月後のリユニオンでは、

1人が都合により欠席、1名が夫の転勤のため欠席となった。プログラム修了することにより、不安を訴える参加者もい

たが、無事に参加することができた。今までの経過を互いに報告しあい、次回6ヵ月後リユニオンとして、6月の再開を

約束した。

皿．6ヵ月後リユニオン

　18年度のリユニオンは6月のためまだ報告はできないが、前年度の6ヵ月後リユニオンにっいて報告する。

　3ヶ月と同様、これには決められた課題はなく、参加者が再び顔を合わせ、プログラム終了後の自分のこと、新しく始

めたこと、新たな悩みなど、お茶を飲みながら報告をする。時間は2時間程度を目安としている。6ヶ月経っと、それぞ

れが子どもとの関係も改善され、新たな生活を送るようになっていた。そこには「セルフケア」と「問題解決」を無意識

のうちに使っていることが、参加者の報告によって感じられた。

区．考察

　三重県でマイツリーを開催したのは昨年度に続き2年目であった。そこで、昨年度の課題等を振り返り、今回プログラ

ム開催にあたり出てきた評価される点、課題にっいて考察したい。

1　参加者募集について

　募集の難しさは、昨年度の経験から覚悟はあった。本年度も各方面の協力を受けながら参加者を募った。

　参加は自らの意思で行なうことが条件であり、プログラムの効果を高めるためには必要不可欠となっている。そのため

に、参加を促す場合には事前にプログラムの詳しい説明が必要となる。今回も、プログラムの開催日を勘違いし、参加で

きなくなった参加者がいた。保育園のチラシを見て参加を決めた母親もいたので、今後も保育園、幼稚園での募集に留意

する。
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2　開催場所について

　昨年度から引き続き、津市内の交通の便の良い場所を会場にした。県内各地から通いやすい、参加の秘密が守れる、リ

ラクゼーションができる十分なスペース、15回続けて借りられる、託児室が声の聞こえない程度に離れているという条

件をほぼ満たしている。

3　協働の意義

　児童相談センター等からの紹介による参加者については必要な場合に限り情報を交換できたという利点があった。（も

ちろん、それ以外の参加者については守秘のルールを厳守）

　また、三重県が主催という点で、プログラムヘの信頼度が高くなったといえる。実践は専門の市民活動団体ということ

から参加者は安心できたであろう。もうひとっ特記すべき点は、参加者の緊急時の相談先として児童相談センターがある

ということが、実践者側でも安心して紹介できることである。

4　参加者の中途退会について

　今回、3名の退会者がいた。理由としては、「子どものケガの通院とプログラム参加が両立できない」、「月一回の開催

だと思っていた」など。参加決定の前に説明をしたっもりであったが、不十分であったと思われる。今後はこのようなこ

とがないよう、さらにプログラムの説明に注意をしたい。

5　その他
　プログラムを終了した参加者には、「修了書」とスーベニールを渡している。これは、プログラムを修了したという記

念の意味もあるが、何かあったときにこの品を見て、「15回がんばったんだ」という気持ちを思い出してもらうこと。そ

れと同時に、自分が学んだことを思い出してもらうためである。なお、「修了書」については、プログラムでは特に義務

づけられてはいない。

おわりに

　今回参加者が少なく、「グループダイナミクスが起きるかどうか」にファシリテーターの関心が集中した。中盤までは

大きな動きは見られず、参加者それぞれが自分の問題と向き合い、課題を見つけていくというスタイルだった。しかし、

中間面接を終えてから、突然グループダイナミクスが起きた。内に向いていた関心が、他者の発言、体験にも関心を寄せ

ると同時に、自分の問題を「違う視点に立って考える」ということができるようになると、参加者の著しい変化が見られ

るようになった。このことより、ひとつずつプログラムをこなし、参加者の個々のカをつけることにより、たとえそのグ

ループが少人数であっても、グループダイナミクスは期待できると推測される。
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